
 
  国立大学法人滋賀大学契約事務取扱細則（抜粋） 

(競 争 に参 加 させ る こと が でき な い者 ) 

第 4 条  契 約 担当 役 は、 売 買、 貸 借、 請 負そ の 他の 契約 に つ き会 計 規程 第 28 条 第 1 項 に規 定 する 競 争 (以 下「 一 般 競争 」 とい う 。 )に 付す る と

き は 特 別の 理 由が あ る場 合 を除 く ほか 、 当該 契 約を 締結 す る 能力 を 有し な い者 及 び破 産 者で 復 権を 得 ない 者を 参 加 させ る こと が でき な い。  

前 項に 規 定す る 特別 の 理由 が ある 場 合と は、被 補佐人 、被補 助 人及 び 未成 年 者で 必 要な 同 意を 得 てい る 場合 、又は 特 に軽 微 な契 約 (民法 第 9 条

但 し 書 きに 規 定す る 行為 )であ る 場合 と する 。  

(競 争 に参 加 させ な いこ と がで き る者 ) 

第 5 条  契 約 担当 役 は、次の 各 号の 一 に該 当 する と 認め ら れ る者 を、そ の事 実 があ っ た後 二 年間 競 争に 参 加さ せ な いこ と がで き る。これ を 代理

人 、 支 配人 そ の他 の 使用 者 とし て 使用 す る者 に つい ても 、 ま た同 様 とす る 。  

（ １ ） 契約 の 履行 に あた り 故意 に 工事 若 しく は 製造 を粗 雑 に し、 又 は物 件 の品 質 若し く は数 量 に関 し て不 正の 行 為 をし た 者  

（ ２ ） 公正 な 競争 の 執行 を 妨げ た 者又 は 公正 な 価格 を害 し 若 しく は 不正 の 利益 を 得る た めに 連 合し た 者  

（ ３ ） 落札 者 が契 約 を結 ぶ こと 又 は契 約 者が 契 約を 履行 す る こと を 妨げ た 者  

（ ４ ） 監督 又 は検 査 の実 施 にあ た り職 員 の職 務 の執 行を 妨 げ た者  

（ ５ ） 正当 な 理由 が なく 契 約を 履 行し な かっ た 者  

（ ６ ） 前各 号 の一 に 該当 す る事 実 があ っ た後 二 年を 経過 し な い者 を 、契 約 の履 行 に当 た り、 代 理人 、 支配 人そ の 他 の使 用 人と し て使 用 した 者  

２  契 約 担当 役 は、 前 項の 規 定に 該 当す る 者を 入 札代 理 人 とし て 使用 す る者 を 競争 に 参加 さ せな い こと がで き る 。  

 


